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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休業にともなう 

３月分の給食費の取り扱いについて 

  

 令和２年３月２日からの市内小中学校臨時休業につきまして、御理解・御協力 

いただきありがとうございます。給食の提供中止にともなう、３月分の学校給食費を

下記のとおり取り扱うことといたします。 

 

   記 

１ 取り扱い  

（１）在校生については、３月分の給食費を４月分に充てさせていただきます。４月

分の引き落としは行いません。 

（２）卒業生については、学年諸費の返金に合わせて３月分給食費１，６００円を返

金させていただきます。 

    

２ その他 

（１）令和元年度就学援助に認定されているご家庭については、返金はございません。 

（所沢市からの３月分の給食費の支給はありません。） 

（２）この件の問い合わせは、担当事務・瑶樹（たまき）までお願いします 

   所沢市立上山口中学校  電話：２９２８－０３００ 

                  （８：３０～１５：００） 


